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外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律

の施行に伴う刑事収容施設及び被留置者等の処遇に関する法律の一部改正につ

いて

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部を改正する法律（令

和２年法律第33号。以下、「改正法」という。）が令和４年11月１日から施行される

ことに伴い、刑事収容施設及び被留置者等の処遇に関する法律（平成17年法律第50号。

以下、「刑事収容施設法」という。）が一部改正されることとなった。

刑事収容施設法は、被留置者が特定の弁護士法人との間で発受する信書の検査、差

止め等について規定しているところ、改正法による改正後の刑事収容施設法では、下

記のとおり、「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」が加えられることから、事務処

理上、誤りのないようにされたい。

記

１ 改正の概要

刑事収容施設法は、留置業務管理者は、

○ 被留置者が、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己が受けた処遇に関

し職務を遂行する弁護士（弁護士法人を含む。）から受ける信書（刑事収容施設

法第222条第３項第１号ハ）

○ 未決拘禁者以外の被留置者が、自己に対する留置業務管理者の措置その他自己

が受けた処遇に関し職務を遂行する弁護士（弁護法人を含む。）に対して発する

信書（刑事収容施設法第222条第３項第２号ロ）

の検査は、これらの信書に該当することを確認するために必要な限度において行う

（ただし、留置施設の規律及び秩序を害する結果又は未決拘禁者について罪証の隠

滅の結果を生ずるおそれがあると認めるべき特別の事情がある場合は、この限りで

ない。）と規定している。

また、被留置者が弁護士（弁護士法人を含む。）との間で発受する信書であって

弁護士の職務に属する事項を含むものについては、検査の結果行うその発受の差止

め又は部分の削除若しくは抹消は、その部分の全部又は一部が暗号の使用等に該当

する場合に限り、これを行うことができる（刑事収容施設法第224条第２項）



と規定している。

改正法により、これらの弁護士法人に「弁護士・外国法事務弁護士共同法人」が

加えられる。

２ その他

改正法に係る官報（別添１）、施行期日を定める政令に係る官報（別添２）及び

刑事収容施設法関係の新旧対照（別添３）を添付する。
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